
 

報告第１号 

 

   専決処分の報告について 

 

 猿楽橋擁壁等更新工事請負契約について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告する。 

 

  令和８年１月１６日 

                     渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

１ 契約の件名   猿楽橋擁壁等更新工事 

２ 契約の相手方  新宿区西新宿六丁目８番１号 

          大成建設株式会社 東京支店 

          専務執行役員支店長 中村 有孝 

３ 専決処分事項 

契約金額の減額 

 専決処分前の契約金額        ３，７９３，８７９，２００円 

 専決処分後の契約金額        ３，６７２，６６４，７００円 

 専決処分した契約金額の減額       １２１，２１４，５００円 

４ 専決処分年月日  令和７年１２月１５日 

 

 

 

 


